
町民のうごき町民のうごき
（外国籍の方 521 人含む）

町の面積　47.40 ㎢

◎町の人口   令和4年6月１日現在

（　） 内は前月との比較

男 6,729人 （23）

女 ６,410人 （5）

計 13,139人 （28）

世帯数 5,810世帯 （24）

交 通 情 報

令和4年１月１日〜３月15日

　●神川町内

　　物件事故 　４３件、人身事故 　６件

　●児玉警察署管内

　　物件事故 １７０件、人身事故 ２３件

 名前　　　　　　　　　　　年齢　　　 行政区         

 名前　　　　　　　　　　　             　　　   行政区

　広報かみかわをお読みいただきありがと

うございます。 表紙の 「注口土器」 の写真

を見て、 まさか縄文時代のものとは思わず、

原稿受領時にはとても驚きました。 7/16

より企画展が行われますので、 ぜひ文化財

展示室へ足を運んでみてください。 （小峰）

こころの健康　電話相談窓口

相談場所 電話番号 曜　日 時　間

埼玉県こころの電話 048-723-1447
月～金

（祝日･年末年始を除く）
午前９時〜午後５時

精神科救急情報センター
048-723-8699

（ハローキューキュー）

①月～金　

②土日祝日

①午後５時〜翌日午前８時30分

②午前８時30分〜翌日午前８時30分

埼玉いのちの電話
①048-645-4343

②0120-783-556

①毎日　　

②毎月10日

①24時間

②午前８時〜翌日午前８時

本庄保健所 0495-22-6481
月～金

（祝日･年末年始を除く）
午前８時30分〜午後５時

保健センター 0495-77-4041

DV相談ナビ ＃8008（はれれば） 電話を受けた相談機関の相談受付時間内

DV相談+（プラス） 0120-279-889 毎日 24時間

児童相談所虐待対応ダイヤル 189（いちはやく） 毎日 24時間

児童相談所相談専用ダイヤル 0120-189-783 毎日 午前８時30分〜午後８時

お気軽にご利用ください

名　称 と　き と　こ　ろ

消 費

生 活

相 談

月･水･木･金曜日

午前９時30分〜正午

午後1時～３時30分

本庄市消費生活

センター

☎0495-25-1175

火･金曜日

午前９時30分〜正午

午後1時～３時30分

上里町消費生活

相談窓口

☎0495-35-1232

月〜金曜日

午前９時〜午後４時

埼玉県消費生活

支援センター熊谷

☎048-524-0999

消費者ホットライン：☎188(イヤヤ)の３桁でお近く

　　　　　　　　　　　　　の相談窓口につながります。

各 種 相 談
名　称 と　き と　こ　ろ

心配ごと相談

人 権 相 談

行 政 相 談

毎月第２水曜

午後１時30分〜４時

事前予約可

総合福祉センター

いこいの郷

社会福祉協議会

☎0495-74-1188

FAX0495-74-1156

物 忘 れ 相 談

（ 認 知 症 相 談 ）

毎週水曜

午前９時〜午後４時

総合福祉センター

いこいの郷

地域包括支援センター

☎0495-74-1155

FAX0495-74-1156

な っ ち ゃ ん カ フ ェ

（ 認 知 症 カ フ ェ）

毎月第１水曜

午前１０時３０分〜正午

池 田

元 原

元 阿 保

植 竹

上阿久原（八日市）

肥 土

八 日 市

植 竹

図書室だより　　
６月号に引き続き新着図書の紹介をお休みします。7月には

課題図書も配架予定です。各図書室にお問合せください。

神川町電子図書館には毎月新刊が追加されています。

ご利用方法はホームページをご確認ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【通常利用時間】

中央公民館　　　　火～日曜日、祝日　　　午前９時～午後８時

　　　　　　　　　月 ･祝日翌日　　　　　午前９時～午後５時

ふれあいセンター　火～土曜日、日 ･祝日　午前９時～正午・午後１時〜午後５時

多目的交流施設　　月～金曜日　　　　　　正午～午後５時

　　　　　　　　　土・祝日　　　　　　　午前９時～正午・午後１時～午後５時

編 集 後 記

根岸　洸
こ う た

太ちゃん

（拓海・美咲)　元原

伊藤　陸
り く と

翔ちゃん

（拓史・理菜)　八日市

山田　來
く る み

実ちゃん

（剛生・須美恵)　元阿保

瀧澤　咲
え ま

茉ちゃん

（翔・有加)　元阿保

飯田　いとはちゃん

（啓太・あかね)　中新里

井上　朝
あ さ ひ

陽ちゃん

（拓哉・静)　植竹

※このコーナーへは、ご希望を頂いて掲載して

　 おります。 詳細は下記へお問合せください。  

   町民福祉課　戸籍担当  ☎0495-77-2112　　　

62歳

96歳

94歳

64歳

85歳

79歳

71歳

78歳

各 委 員 会

名称 日時 場所

教育

委員会
7月21日(木)

午後3時 神川町

役場農業

委員会
7月25日(月)

午後１時30分

松本　英樹さん

小林　ナミさん

新井　志づさん

大畠　次信さん

江ノ畑　一英さん

菊池　勝子さん

荒井　香さん

鈴木　藤江さん

今月のオススメ本

カレンの台所

滝沢　カレン／著

サンクチュアリ出版／出版　中央公民館／所蔵

　タレントとして活躍している著者の、とても自由で変わっ

た料理本です。

　食材と調味料を感覚的に調理していく様子が書かれて

いて、料理をしながらクスッと笑える一冊になっているの

で、料理が苦手な方も楽しめるかもしれません。

　独特な感性から表現される言葉で書かれているので、ま

るで詩集をよんでいるかのような感覚になるかも・・・？

「反応したら負け」仕事のストレスを受け流す

３３のヒント

カレー沢　薫／著

　PHP研究所／出版　多目的交流施設／所蔵

　世の中には、パワハラ人間、マウンティング人間などいろ

いろな人がいるし、職場でも無駄な会議に理不尽な社内

行事など、何かと疲れると感じていませんか？

　どうしたらいいのか分からない、そんな人に読んでいた

だきたいくすっと笑えるアドバイスが載せられています。

　仕事の「イラッ」が「笑い」に変わる脱力エッセイです。

すてきなひとりぼっち

なかがわ　ちひろ／著

　のら書店／出版　ふれあいセンター／所蔵

　引っ込み思案で、いつもひとりぼっちの主人公。

　ある雨の日の帰り道、転んで傘が壊れたり、家に着いた

ら鍵が閉まっていたりと、散々な目に・・・。

　お母さんを探して商店街を歩いていると、いろいろな人

が助けてくれます。

　みんなひとりひとりで、さびしいひとりぼっちじゃない。

心に響く一冊です。

令和4年１月１日〜6月15日

　●神川町内

　　物件事故 　７６件、人身事故 １４件

　●児玉警察署管内

　　物件事故 ３６８件、人身事故 ４３件

19　　KAMIKAWA　7 月号 KAMIKAWA　7 月号　　18

　初めて手話を学ぶ方を対象にした

講座です。 手話で簡単な日常会話

を行うのに必要な技術を習得しま

しょう。

日時　8月24日～2月22日の毎週

　 水曜日（9月21日、11月16日・23

 　日、12月28日、１月4日・18日を除

　 く）全21回

　 午後１時30分～３時30分

場所　児玉公民館（アスピア児玉内）

　 会議室２・３

講師　本庄市児玉郡広域聴覚障害者

 　福祉協会会員および本庄市児玉

　 郡広域手話通訳問題研究会会員

対象　児玉郡市内在住・在勤で初め

 　て手話を学ぶ方

定員　15名（先着順）

費用　３,３００円（テキスト代）

申込　7月11日（月）から直接または

　 電話で下記へお申込みください。

問合せ　本庄市社会福祉協議会

　☎０４９５-２２-７２７５

令和４年度児玉郡市手話奉
仕員養成講座【入門課程】

第３３回　自衛消防隊屋内消火

栓操法大会

日時　１０月１３日(木) 午後１時～

　 ※荒天時は中止となります。

場所　児玉郡市広域消防本部駐車場　

　 （本庄市西富田９０４番地３）

申込期間　７月１日(金)～８月１日（月)

申込窓口　児玉郡市広域消防本部予

　 防課または最寄りの消防署

申込方法　上記申込窓口へ参加申込

 　書を直接提出いただくか、ＦＡＸに

 　て申込みをしてください。

申込書　消防本部および各消防署で

 　配布、または消防本部ホームペー

 　ジからもダウンロードできます。

問合せ 児玉郡市広域消防本部予防課

　　　☎０４９５-２４-８３９２

      FAX０４９５-２４-８３９３

児玉郡市広域消防本部

　業務によって感染した場合、 労災

保険給付の対象となります。

　詳しくは厚生労働省

ホームページをご覧

ください。

【給付対象】

●感染経路が業務によることが明

　 らかな場合

●感染経路が不明の場合でも、感染

　 リスクが高い業務に従事し、それ

　 により感染した蓋然性が強い場合

 　例→複数の感染者が確認された

　 労働環境下での業務、顧客等との

 　近接や接触の機会が多い労働環

　 境下の業務　など

●医師・看護師や介護の業務に従事

　 される方々については、業務外で 

 　感染したことが明らかな場合を除

　 き、原則として対象

●症状が持続し（罹患後症状があり）、

 　療養等が必要と認められる場合

　 も保険給付の対象

職場で新型コロナウイルスに

感染した方へ


